
議案第２０号 

 

平成２０年度さいたま市病院事業会計補正予算（第２号） 
 

（総  則） 

第１条 平成２０年度さいたま市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 平成２０年度さいたま市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

 区          分 既決予定量 補正予定量 計 

(2) 年 間 入 院 患 者 数 164,980 人 △5,278 人 159,702 人 

(3) 年 間 外 来 患 者 数 274,590 人 △8,227 人 266,363 人 

(4) 一日平均入院患者数 452 人 △14 人 438 人 

(5) 一日平均外来患者数 1,130 人 △34 人 1,096 人 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収                    入               （単位  千円） 

科          目 既決予定額 補正予定額 計 

第 1 款 病院事業収益 11,550,442 287,616 11,838,058 

第 1 項 医 業 収 益 10,131,385 159,020 10,290,405 

第 2 項 医 業 外 収 益 1,419,055 128,596 1,547,651 

支                    出              （単位  千円） 

科          目 既決予定額 補正予定額 計 

第 1 款 病院事業費用 11,550,442 287,616 11,838,058 

第 1 項 医 業 費 用 11,186,579 279,866 11,466,445 

第 2 項 医 業 外 費 用 359,362 7,750 367,112 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的 

収入額が資本的支出額に対し不足する額 506,632 千円は、過年度分損益勘定留保資金

等 506,632 千円で補てんするものとする。）。 

収                    入              （単位  千円） 

科          目 既決予定額 補正予定額 計 

第 1 款 資 本 的 収 入 436,000 △43,000 393,000 

第 1 項 企 業 債 244,000 △43,000 201,000 

 

 



支                    出              （単位  千円） 

科          目 既決予定額 補正予定額 計 

第 1 款 資 本 的 支 出 930,000 △30,368 899,632 

第１項 建 設 改 良 費 608,238 △30,368 577,870 

 

（継続費） 

第５条 継続費を次のとおり補正する。 

補正前 補正後 
款 項 事業名 

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額 

平成 19 

年度 

千円 

60,000 

平成 19 

年度 

千円 

60,000 

 

1 資本的 

支出 

 

1 建設 

改良費 

 

産婦人科外来

移転工事 

千円 

 

200,000 平成 20 

年度 

 

140,000 

千円 

 

169,632 平成 20 

年度 

 

109,632 

 

（企業債） 

第６条 予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。 

補正前 補正後 
起債の目的 

限 度 額 限 度 額 

産婦人科外来移転工事 140,000 千円 100,000 千円 

医療機器整備事業 104,000 千円 101,000 千円 

 

 (たな卸資産購入限度額) 

第７条 予算第８条中「2,683,055 千円」を「2,957,873 千円」に改める。 

 

 

平成２１年２月３日提出 

さいたま市長    相  川  宗  一 


